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熊本県告示第１３７号 
 熊本県産業廃棄物指導要綱を次のように定める。 
  令和元年７月２日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
   熊本県産業廃棄物指導要綱 
 熊本県産業廃棄物指導要綱(平成５年熊本県告示第３８８号)の全部を改正する。 
目次 
 第１章 総則（第１条－第２条） 
 第２章 適正処理の推進（第３条－第６条） 
 第３章 県外産業廃棄物の搬入（第７条－第１１） 
 第４章 施設の適正設置指導（第１２条－第２４条） 
 第５章 雑則（第２５条－第２８条） 
 附則 
   第１章 総則 
 （趣旨）  
第１条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。 
 以下「廃掃法」という。）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政  
 令第３００号。以下「廃掃法政令」という。）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施  
 行規則（昭和４６年厚生省令第３５号。）、一般廃棄物の 終処分場及び産業廃棄物の  
 終処分場に係る技術上の基準を定める省令（昭和５２年総理府・厚生省令第１号）、  
 熊本県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則（昭和５２年熊本県規則第５１号。  
 以下「細則」という。）、使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成１４年法律第  
 ８７号。以下「自動車リサイクル法」という。）、使用済自動車の再資源化等に関する  
 法律施行令（平成１４年政令第３８９号）、使用済自動車の再資源化等に関する法律施  
 行規則（平成１４年経済産業・環境省令第７号）に定められた許可、適正な処理等に係  
 る基準及び指導に関する規定についての具体的な県の事務取扱の運用基準並びに廃掃法  
 の処理基準等違反の未然防止のために県において取り組む事項の運用指針を定めるもの  
 とする。  
（この要綱の運用及び用語の定義）  
第２条 この要綱の運用において、廃掃法、自動車リサイクル法等法令が定める基準に適  
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